
母親が健康保険に加入している場合は出産一時金が支給され
ます。国民健康保険の場合はお住まいの区の区役所に、会社な
どの保険の場合は会社に申請してください。また、出産一時金
を分娩費用として医療機関等に直接お支払いすることもでき
ますので、出産予定の医療機関等へご相談ください。

　保護者がいずれも仕事や病気で家庭で保育できない場
合などに、小学校入学前のこどもを保育所等でお預かりし
ます。0～2歳児クラスの保育料は、同一世帯の保護者等の
市民税額の合計により決定します。

　保護者がいずれも仕事や病気で家庭で保育できない場
合などに、2歳児までのこどもを少人数でお預かりします。
保育料は、同一世帯の保護者等の市民税額の合計により
決定します。

保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業

地域型保育事業妊産婦健康診査
「母子健康手帳」とともに、「妊産婦健康診査受診手帳」を
交付します。大阪市の委託する医療機関に提出し、定期
的に健康診査を受診してください。
委託医療機関以外を受診される場合は、ご相談ください。

０歳から18歳（18歳に達した日以後における最初の３月31
日）までのこどもは保険診療による医療費の自己負担の一部
が助成されます。（所得制限あり）

弁護士による面談での法律相談を実施しています（電話予約が必要です）。
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　ここには、外国人の方の子育てに必要な情報をまとめています。
　生活全般のことについては、外国籍住民向け生活情報冊子「大阪生活ガイド」や大阪市ホームページ、大阪国際交流
センターホームページをご覧ください。
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